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1．序論 

高齢者通所介護施設はゴールドプランの制定により特

別養護老人ホームに併設する形で整備が進められてきた。

また、2000 年以前は比較的元気な高齢者を対象とした施

設が整備されていたが、2000 年の介護保険制度導入をき

っかけに、通所介護施設の役割は変化し、現在は利用者

の介護度は上昇傾向にある。表 1 に現在の通所介護施設

の設置基準をまとめているが、食堂及び機能訓練室に関

しては 1 人当たり 3 ㎡という基準はあるが、その他は面

積に関する基準はなく、静養室は利用定員に対して適当

な広さを確保することという記述に留まっている。一方

で、大半の施設では午後に午睡が行われており、機能訓

練室にベッドを配置する施設も多く見られる。その他、

事務室等にも課題を抱える施設が多いことから注 1）、通所

介護施設の空間構成を整理した上で、施設経営や活動実

態の現状から課題を明らかにすることが必要であると考

えられる。 

通所介護施設の空間構成に関する研究では通所介護施

設の必要スペースを明らかにした研究１，２）、利用者の行

動から通所介護施設の計画指針を導こうとした研究３，４）

が見られる。また、近年増加傾向にある小規模施設に着

目して利用者の利用実態を明らかにし、空間構成の検討

を行った研究５，６）も見られるが、通所介護施設の空間構

成の現状を整理した研究や複数施設を対象に利用者の行

動分析から設計指針に関する考察を行った研究はあまり

みられない。 

そこで、本論では山口県内の通所介護施設を対象に部

門別に面積を算出し、面積構成を明らかにすることを目

的とし、通所介護施設の空間構成の現状について考察を

加える。 

調査は平面図の収集を行った。調査時期は 2010 年 5 月

から 2016 年 5 月である。 

 

2．対象施設の概要 

本論では新設 23 施設、保育所等の既存施設を活用した

施設 7 施設の計 30 施設を調査対象とする。調査対象施設

の概要を表 2 に示す。通所介護単独施設は 9 施設、併設

施設は 21 施設あり、併設施設は特別養護老人ホーム(以

下：特養)が 10 施設と最も多い。新設は 2000 年以前に整
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表１ 設置基準 

設備 内容

食堂及び機能訓練室

・それぞれに必要な広さを有するものとし、その合計した
面積は３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上とすること
・食事提供及び機能訓練を行う際に、それぞれに支障の
ない広　さを確保できる場合は兼用することが可能
・狭い部屋を多数設置することにより面積を確保すること
は不可

静養室 ・利用定員に対して、適当な広さを確保すること

相談室
・相談の内容が漏えいしないようにすること
・相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましい
が、カーテンやパーテーション等の仕切りでも可

事務室 従業員、設備備品を配置できるスペース
その他必要な設備 トイレ、厨房、浴室、脱衣室

施設名 定員 事業開始年月 形態 構造 併設施設

A 10 1995年4月 新設 RC造平屋建
B 10 1995年4月 新設 RC造平屋建
C 10 1996年4月 新設 S造2階建 LH
D 10 1998年4月 新設 RC造平屋建
E 10 1998年4月 新設 RC造平屋建
F 10 2000年4月 新設 RC造平屋建

S'(注1) 15 2015年4月 新設 RC造平屋建 SNH・NH・GH・VC

G 18 2007年1月 新設 S造平屋建
H 20 1990年4月 新設 RC造2階建 SNH・NH
I 20 2000年4月 新設 RC造平屋建 LH・VC
J 25 1990年3月 新設 RC造2階建 PNH
K 25 1993年4月 新設 RC造平屋建 SNH
L 25 1993年4月 新設 RC造3階建 福祉センター
M 25 1994年4月 新設 RC造平屋建 SNH
N 25 2000年4月 新設 RC造平屋建 SNH・LH
O 30 1989年9月 新設 S造平屋建 SNH
P 30 1990年2月 新設 RC造平屋建 SNH
Q 35 1994年3月 新設 SRC造平屋建 SNH
R 35 1997年4月 新設 RC造2階建 LH
S 35 1998年4月 新設 RC造平屋建 SNH・NH・GH・VC
T 35 2005年4月 新設 S造2階建 GH
U 50 2000年4月 新設 RC造3階建 SNH・HC・DC・VC
V 50 2000年4月 新設 RC造平屋建 障害者施設
W 50 2008年4月 新設 RC造4階建 高齢者専用住宅
X 10 2008年6月 小学校改修 RC造2階建 GH・LH
Y 10 2011年2月 保育所改修 RC造平屋建
Z 20 2005年2月 保育所改修 RC造平屋建

AA(注2) 24 1997年4月 改修 RC造平屋建 LH

AB 30 2003年4月 保育所改修 RC造2階建
AC 30 2003年10月 旅館改修 W造平屋建 SNH・GH
AD 35 1992年4月 料亭改装 S造2階建 病後児保育
凡例　SNH：特別養護老人ホーム　NH：養護老人ホーム　PNH:軽費養護老人ホーム
GH：グループホーム　LH：生活支援ハウス　HC：老人保健施設　VC：訪問介護　DC：通所リハビリ

注1： 施設Sが2015年より定員が15人に変更されたため、施設S'としている。
注2： 施設AAは新設として建てられたが、現在は併設していた地域交流センターを高齢者通所
　　 　介護施設として活用しているため、形態を改修としている。

表２ 対象施設の概要 
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備された施設が大半を占めており、定員が 10 人以下の施

設は施設 C 以外全て単独施設である。また、定員が 10-30

人の施設では特養に併設した施設が大半を占め、定員が

30 名以上の施設では特養に加えて養護老人ホームや老人

保健施設、訪問介護等が併設する大規模な施設や高齢者

専用施設や障害者施設に併設する等様々である。 

既存建築を活用した施設は 2000 年以降に整備された施

設が大半を占め、保育所を活用した 3 施設のみ単独施設

である。小学校を活用した施設は定員 10 名でグループホ

ームが併設している。旅館や料亭を活用した施設は定員

が 30 名以上であり 1 施設は特養、1 施設は病後児保育が

併設した施設である。生活支援ハウスに併設した 1 施設

は新設であるが、福祉センターとして開設した居室を通

所介護施設として活用しているため、改修型としている。 

 

3．設置基準からみた食堂及び機能訓練室の面積 

設置基準より、明確な面積基準のある食堂及び機能訓

練室において、定員・面積・設置基準の関係を図 1 に示

す。対象施設は全て設置基準を満たしている。新設では、

定員 10 人以下の場合、食堂及び機能訓練室の面積が設置

基準面積の 1.5 倍未満の施設が 7 施設のうち 6 施設と多

いが、定員が 10 人を超えると設置基準面積の 1.5 倍以上

の面積を持つ施設が増えていることが分かる。 

既存施設を活用した施設では、設置基準に近い施設と

設置基準面積の 2 倍以上の施設に分類される。設置基準

に近い施設に関しては部屋の面積から逆算した数を定員

に設定したと考えられる。既存施設活用は部屋の面積、

形、位置が決まっており平面上の制約があるため、一部

屋で設置基準面積を満たした場合でも、食堂と機能訓練

室を別に設けた際、設置基準面積の 2 倍以上に分布した

と考えられる。 

 

4．部門別面積と延床面積、定員の関係 

使われ方からみた食堂及び機能訓練室、静養室、入浴

部門、トイレ、厨房、事務室、共有部分に着目し、これ

らの面積、延床面積、定員の関係を図 2～図 8 に示す。こ

れらは壁、戸、廊下、レベル差等により明確に他空間と

の分離しているものとする。 

4. 1 食堂及び機能訓練室 

食堂及び機能訓練室とは、利用者が機能訓練及び食事

などを行う基本的な活動の拠点となる空間で、食堂と機

能訓練室を別々に設けている場合、それらを合わせた面

積とする。本論では機能訓練を利用者全体で体操や動的

レクリエーション等をする空間とし、一部の利用者が使

う筋力トレーニングを行う部屋などは含まない。 

面積は定員が 10 人以下では 30～45 ㎡、11-29 人では

90～120 ㎡に多く分布し、30 人以上では 94～219 ㎡と広

域に分布しており、定員が増加すると食堂及び機能訓練
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図 1 定員・面積・設置基準の関係 
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室の面積は広くなる傾向にあることが分かる。占有率は

延床面積が 200 ㎡未満では 20%付近に、200～399 ㎡では

25-40%、400～599 ㎡では 20～40%、600 ㎡以上では 15～

25%に多く分布しており、占有率は延床面積が 400 ㎡まで

は面積が広くなると高くなり、400 ㎡を超すと低くなる傾

向にあることが分かる。定員別にみると、定員が 10 人以

下では占有率は 20%未満が半分以上を占め、11 人以上で

は占有率 30%以上が 6 割近くを占め、特に定員 11-29 人で

はその半分が占有率 40%以上である。よって延床面積が

200～399 ㎡で定員が 11-29 人の時に占有率が高くなる傾

向にある。 

4. 2 静養室 

静養室を設けている 25 施設を対象とする注 2）。定員 10

人以下では面積は 15～20 ㎡に分布する傾向にあるが、定

員が 10 人を超えると面積は 11～86 ㎡と広域に分布し、

特に傾向はみられない。占有率は延床面積が 200 ㎡未満

では 10%付近、200～399 ㎡では 10～15%、400～599 ㎡で

は 8～12%、600 ㎡以上では 5～10%に多く分布し、占有率

は延床面積が 200 ㎡以上では延床面積が広くなると下が

る傾向にあると分かる。定員が増えると面積は増えるが、

占有率 10%未満の割合は高くなるため、定員が増えると、

定員数に対して午睡室で寝られる人数の割合が低くなる

傾向にある。 

4. 3 入浴部門 

面積は、定員 10 人以下では 20~40 ㎡に 11~29 人では

20~60 ㎡に多く分布する。また、延床面積が 400 ㎡未満の

時は施設 AC を除けば 60 ㎡未満に分布するが、400 ㎡以

上では 60 ㎡未満と 80 ㎡以上に分かれ、面積が 80 ㎡以上

のある９施設のうち 8 施設が特別浴室を確保した施設で

ある。一方で、定員が 10 人以下施設でも、占有率 20％以

上の施設が 3 施設あり、定員 11 人以上に比べて割合が高

い。内 1 施設は特別浴室を確保していることが要因とし

て考えられ、残り 2 施設は一般浴室のみであるにも関わ

らず、面積が広い注 3）。 

4. 4 トイレ 

トイレの面積は定員が増えるほどに、また延床面積が

広くなるほど広くなっていることが分かる。占有率は

5~10%に多く分布するが、延床面積 200~399 ㎡では 10%

付近、400 ㎡以上では 5%付近に分布する傾向にある。 

4. 5 厨房 

本論では厨房を高齢者通所介護施設専用の食事を調理

する場と定義しており、厨房を設けている 17 施設を対象

とする。定員が増えるほどに、また延床面積が広くなる

ほど厨房の面積は広くまっていることが分かる。定員 10

人以下の施設では全施設で厨房があり、占有率が高い傾

向にある。 

4. 6 事務室 

事務室面積は延床面積が広くなるほどに広くなる傾向
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図５ 定員・延床面積・トイレ面積の関係 

図６ 定員・延床面積・厨房面積の関係 
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図４ 定員・延床面積・入浴部門面積の関係 
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にあり、占有率は 5~10%に多く分布する。開設時に事務

室を設けていない 4 施設の内、現在も事務室のない施設

が 1 施設、現在は他の部屋を事務室としている施設が 3

施設存在し、訪問介護の部屋を事務室として使っている 2

施設においては、いずれも占有率が 20%を超えてる注 3）。 

4. 7 共有部分 

本論では共有部分とは玄関、廊下、階段、エレベータ

ーのことを示す。延床面積が広くなると共有部分面積も

広くなる傾向にあり、占有率は 10~20%に多く分布する。

定員が少なくなるほど占有率 20%以上の割合が高くなる。 

 

5．まとめ 

 本論では山口県内の通所介護施設を対象に部門別に面

積を算出し、面積構成の検討をした。 

食堂及び機能訓練室は開設時においてはすべて設置基

準を満たしており、定員が多くなると面積に余裕のある

施設が増えることが明らかになった。静養室は定員が増

えるにつれて占有率が下がる傾向にあるため、定員 10 人

以下の施設の方が静養室を十分に設けている傾向にある

ことがいえる。入浴部門は定員が 30 名以上の施設では特

別浴室が確保されているため入浴部門の面積が広い傾向

にあるが、一般浴室のみの施設では定員が増加するほど

占有率は減少する傾向がみられた。 

今後は平面構成による分類を行い、施設運営の実態を

明らかにする予定である。 

 

注釈 

１） 過去の調査の中で事務室が確保されておらず、台所で事務作業

を行う施設や、事務室が確保されていても施設長のためのスペ

ースのみであるため、他の職員は機能訓練室の一角で事務作業

を行う施設が見られた。 

２） 静養室が設けられていない 5 施設に関しては開設時静養室とし

て居室が確保されているが、現在は使用されておらず、余室に

なっている。 

３） 2 施設に関してはどちらも同じ法人が運営しており、食事や入

浴を楽しみに来所する利用者が多いことから浴室を広く確保し

ていることが要因として考えられる。 
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図７ 定員・延床面積・事務室面積の関係 

凡例： ● 1～10人 × 11～29人 □ 30人以上

― 占有率（5％，10％）
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図８ 定員・延床面積・共有部分面積の関係 
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注： 共有部分とは、玄関・廊下・階段・エレベーターのことを示す
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